
不　明 

家庭生活又は
地域活動より
も仕事に専念
している 

家庭生活又は地
域活動にも携わ
るが，あくまで
仕事を優先させ
ている 

家庭生活又は地
域活動と仕事を
同じように両立
させている 

仕事にも携わる
が，家庭生活又
は地域活動を優
先させている 

家庭生活又は地
域活動に専念し
ている 

第
３
章
　
計 

画 

の 

内 

容 

����

�� ��

第
３
章
　
計 

画 

の 

内 

容 

資料：「平成19年度鹿児島の男女の意識に関する調査」(県青少年男女共同参画課 )

資料：「賃金構造基本統計調査」（厚生労働省） 
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38.9 16.4 11.64.1 7.7

31.5 18.0 15.2 6.0
2.9

21.7 19.6 28.98.2 9.0

資料：「平成19年度鹿児島の男女の意識に関する調査」(県青少年男女共同参画課 )

重
点
目
標
７ 

　
男
女
共
同
参
画
の
視
点
に
立
っ
た
地
域 

　
づ
く
り
の
促
進 

重
点
目
標
８ 

　
仕
事
と
生
活
の
調
和
を
図
る
た
め
の 

　
環
境
づ
く
り
の
促
進 

重点目標7　男女共同参画の視点に立った地域づくりの促進 

重点目標8　仕事と生活の調和を図るための環境づくりの促進 

■現状と課題 

地域社会が変容する中で，人々の暮らしの改善に直接つながる分野や地域に密着

した産業等の分野で，男女がともに地域で生活する者としての視点に立ち，課題の

解決や地域の活性化を図っていくことは，大変重要なことです。

これからの地域社会づくりは，行政だけではなく，自治会，ボランティア，ＮＰＯ，

企業など地域の多様な主体が協働し，地域課題の解決に向けた取組を進めていくこ

とが求められています。

また，地域社会においては実際の活動では多くの女性が活躍していますが，方針

決定過程に参加している女性は決して多くはないことから，地域の方針決定過程に

おける女性の参画を進めるために，住民への意識啓発を行い，理解を深める必要が

あります。

■施策の方向 

①　男女共同参画の視点に立った地域づくり 

安全・安心なまちづくり，景観，観光及び環境などの分野において多様な発想，

ニーズを生かした取組を進めるとともに，地域社会におけるＮＰＯ等の活動の支援

を行い，男女共同参画の視点に立ったニーズの把握や課題の解決により，地域づく

りが図られるよう支援していきます。

また，地域において，男女共同参画社会に関する意識の啓発を図り，地域の方針

決定過程に女性の参画が促進されるような環境を育んでいきます。

②　防災・災害復興の分野における男女共同参画の促進 

市町村地域防災計画において，男女のニーズの違い等に配慮した取組や避難所の

管理運営について市町村の取組を促進します。

③　国際交流における男女共同参画の促進 

様々な分野における国際交流・協力を進める中で，相互理解を深めるとともに，

国際性豊かな人的ネットワークの形成を図り，国際的視野を持つ女性リーダーの育

成に努め，男女共同参画に関する幅広い活動を促進します。

■現状と課題 

男女がともに社会のあらゆる活動に参画していくためには，仕事，家庭生活，地

域生活等の活動にバランスをとって参画できる環境づくりが重要です。

また，少子・高齢化が進行するなど社会環境が変化する中で，仕事と育児や介護

等の家庭生活，その他の活動を両立できるようにすることは，男女が安心して子ど

もを生み育て，家族としての責任を果たすことができ，また，人生の質を高めてい

く上で重要なことです。

さらに，地域社会が変容する中で，男女がともに地域の活動に参画し，活動を活

性化することで，地域社会を豊かなものにしていくことが期待されます。

平成19年の県民意識調査の結果では，「仕事と家庭生活又は地域活動へのかかわ

り方」について男女とも現実に比べ，仕事と家庭生活又は地域生活の双方にかかわ

ることを望んでいる人が多くなっています。

このため，多様な子育て支援や雇用環境の整備など，働きたい人が仕事と生活を

両立させ，それぞれの能力を十分に発揮することができる環境づくりを進めるとと

もに，従来の職場中心の意識や生き方から，職場・家庭・地域の調和のとれた生き

方へ転換する意識の改革や環境づくりが求められています。

■施策の方向 

①　多様な就業ニーズを踏まえた雇用環境の普及 

労働者が多様で柔軟な働き方を選択でき，それぞれの職務や能力に応じた適正な

処遇・労働条件の確保等が図られるよう，事業所等に対し労働関係法令や諸制度等

の普及・啓発を図ります。

また，事業所の労働条件の実態調査を行い，その結果を労使関係者に提供するこ

とで，労働条件改善等の啓発を行います。

②　女性のチャレンジ支援 

再就職等に係る情報の提供，相談，助言や技能の習得など，様々な分野において

チャレンジしたい女性がチャレンジできる環境づくりに取り組みます。

地域における活動への参加状況

仕事と家庭生活又は地域活動へのかかわり方

本県における一般労働者の男女間所定内給与格差の推移

【具体的施策】

　総　務　部 
　企　画　部 

　企　画　部 

　環境生活部 

　環境生活部 
 

　観光交流局 

　教　育　庁 

○男女共同参画の視点に立った共生・協働の地域社
会づくりの推進 

○男女共同参画の視点に立った景観形成の促進 

○「くらし安全・安心まちづくり」の推進 

○地球温暖化防止活動をはじめ，身近にできる環境
保全活動の全県的な取組の促進 

○観光地の人づくりの支援 

○地域における生涯スポーツ環境の取組 

【具体的施策】

　危機管理局 
 

　保健福祉部 

○市町村における男女共同参画の視点に立った「地
域防災計画」等の策定等の促進 

○市町村における「避難所管理運営マニュアル」策
定の促進 

【具体的施策】

　観光交流局 

　環境生活部 
　観光交流局 

○国際協力の普及活動の支援 

○国際交流の促進による人材の育成 

【具体的施策】

　商工労働部 
 

　商工労働部 

○国や関係機関と連携した労働関係法令や諸制度に
ついての普及・啓発 

○県内事業所の労働条件等に関する実態調査及び公表 

【具体的施策】

　環境生活部 
　保健福祉部 

　商工労働部 
 

　商工労働部 

　商工労働部 
　林務水産部 

　保健福祉部 

　環境生活部 

　商工労働部 

　農　政　部 

○再就職等に関する情報の提供 
 

○子育て女性に対する再就職支援制度（マザーズサ
ロン（注１））の普及・啓発 

○起業支援に関する取組の推進 

○人材の育成や技能習得の機会の提供 
 

○福祉サービスに関する啓発と職業紹介 

○就業等や社会参画に関する相談・助言 

○母子家庭の母等に対する職業訓練の実施 

○就農を促進するための相談活動や啓発等各種支援
の実施 

担当部局 

担当部局 

担当部局 

担当部局 

担当部局 

（千円） 

（％） 
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資料：「平成19年度鹿児島の男女の意識に関する調査」(県青少年男女共同参画課 )

資料：「賃金構造基本統計調査」（厚生労働省） 
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47.8 23.8 5.24.1 9.39.7

38.9 16.4 11.64.1 7.7

31.5 18.0 15.2 6.0
2.9

21.7 19.6 28.98.2 9.0

資料：「平成19年度鹿児島の男女の意識に関する調査」(県青少年男女共同参画課 )
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重点目標7　男女共同参画の視点に立った地域づくりの促進 

重点目標8　仕事と生活の調和を図るための環境づくりの促進 

■現状と課題 

地域社会が変容する中で，人々の暮らしの改善に直接つながる分野や地域に密着

した産業等の分野で，男女がともに地域で生活する者としての視点に立ち，課題の

解決や地域の活性化を図っていくことは，大変重要なことです。

これからの地域社会づくりは，行政だけではなく，自治会，ボランティア，ＮＰＯ，

企業など地域の多様な主体が協働し，地域課題の解決に向けた取組を進めていくこ

とが求められています。

また，地域社会においては実際の活動では多くの女性が活躍していますが，方針

決定過程に参加している女性は決して多くはないことから，地域の方針決定過程に

おける女性の参画を進めるために，住民への意識啓発を行い，理解を深める必要が

あります。

■施策の方向 

①　男女共同参画の視点に立った地域づくり 

安全・安心なまちづくり，景観，観光及び環境などの分野において多様な発想，

ニーズを生かした取組を進めるとともに，地域社会におけるＮＰＯ等の活動の支援

を行い，男女共同参画の視点に立ったニーズの把握や課題の解決により，地域づく

りが図られるよう支援していきます。

また，地域において，男女共同参画社会に関する意識の啓発を図り，地域の方針

決定過程に女性の参画が促進されるような環境を育んでいきます。

②　防災・災害復興の分野における男女共同参画の促進 

市町村地域防災計画において，男女のニーズの違い等に配慮した取組や避難所の

管理運営について市町村の取組を促進します。

③　国際交流における男女共同参画の促進 

様々な分野における国際交流・協力を進める中で，相互理解を深めるとともに，

国際性豊かな人的ネットワークの形成を図り，国際的視野を持つ女性リーダーの育

成に努め，男女共同参画に関する幅広い活動を促進します。

■現状と課題 

男女がともに社会のあらゆる活動に参画していくためには，仕事，家庭生活，地

域生活等の活動にバランスをとって参画できる環境づくりが重要です。

また，少子・高齢化が進行するなど社会環境が変化する中で，仕事と育児や介護

等の家庭生活，その他の活動を両立できるようにすることは，男女が安心して子ど

もを生み育て，家族としての責任を果たすことができ，また，人生の質を高めてい

く上で重要なことです。

さらに，地域社会が変容する中で，男女がともに地域の活動に参画し，活動を活

性化することで，地域社会を豊かなものにしていくことが期待されます。

平成19年の県民意識調査の結果では，「仕事と家庭生活又は地域活動へのかかわ

り方」について男女とも現実に比べ，仕事と家庭生活又は地域生活の双方にかかわ

ることを望んでいる人が多くなっています。

このため，多様な子育て支援や雇用環境の整備など，働きたい人が仕事と生活を

両立させ，それぞれの能力を十分に発揮することができる環境づくりを進めるとと

もに，従来の職場中心の意識や生き方から，職場・家庭・地域の調和のとれた生き

方へ転換する意識の改革や環境づくりが求められています。

■施策の方向 

①　多様な就業ニーズを踏まえた雇用環境の普及 

労働者が多様で柔軟な働き方を選択でき，それぞれの職務や能力に応じた適正な

処遇・労働条件の確保等が図られるよう，事業所等に対し労働関係法令や諸制度等

の普及・啓発を図ります。

また，事業所の労働条件の実態調査を行い，その結果を労使関係者に提供するこ

とで，労働条件改善等の啓発を行います。

②　女性のチャレンジ支援 

再就職等に係る情報の提供，相談，助言や技能の習得など，様々な分野において

チャレンジしたい女性がチャレンジできる環境づくりに取り組みます。

地域における活動への参加状況

仕事と家庭生活又は地域活動へのかかわり方

本県における一般労働者の男女間所定内給与格差の推移

【具体的施策】

　総　務　部 
　企　画　部 

　企　画　部 

　環境生活部 

　環境生活部 
 

　観光交流局 

　教　育　庁 

○男女共同参画の視点に立った共生・協働の地域社
会づくりの推進 

○男女共同参画の視点に立った景観形成の促進 

○「くらし安全・安心まちづくり」の推進 

○地球温暖化防止活動をはじめ，身近にできる環境
保全活動の全県的な取組の促進 

○観光地の人づくりの支援 

○地域における生涯スポーツ環境の取組 

【具体的施策】

　危機管理局 
 

　保健福祉部 

○市町村における男女共同参画の視点に立った「地
域防災計画」等の策定等の促進 

○市町村における「避難所管理運営マニュアル」策
定の促進 

【具体的施策】

　観光交流局 

　環境生活部 
　観光交流局 

○国際協力の普及活動の支援 

○国際交流の促進による人材の育成 

【具体的施策】

　商工労働部 
 

　商工労働部 

○国や関係機関と連携した労働関係法令や諸制度に
ついての普及・啓発 

○県内事業所の労働条件等に関する実態調査及び公表 

【具体的施策】

　環境生活部 
　保健福祉部 

　商工労働部 
 

　商工労働部 

　商工労働部 
　林務水産部 

　保健福祉部 

　環境生活部 

　商工労働部 

　農　政　部 

○再就職等に関する情報の提供 
 

○子育て女性に対する再就職支援制度（マザーズサ
ロン（注１））の普及・啓発 

○起業支援に関する取組の推進 

○人材の育成や技能習得の機会の提供 
 

○福祉サービスに関する啓発と職業紹介 

○就業等や社会参画に関する相談・助言 

○母子家庭の母等に対する職業訓練の実施 

○就農を促進するための相談活動や啓発等各種支援
の実施 

担当部局 

担当部局 

担当部局 

担当部局 

担当部局 

（千円） 

（％） 



資料：「労働条件実態調査」（県雇用労政課） 

資料：「平成19年度鹿児島の男女の意識に関する調査」(県青少年男女共同参画課 )

（注1）マザーズサロン： 
公共職業安定所（ハローワーク）に設置された子育て女性に対する再就職支援の充実を図る施設で，本県
においては平成19年5月18日からハローワークかごしまワークプラザ天文館に「マザーズサロンかごしま」
が設置されている。 
 

（注2）育児・介護雇用安定等助成金： 
仕事と家庭の両立を図る労働者を支援する事業主・事業主団体への助成金（支給機関：鹿児島労働局又は
⑲21世紀職業財団） 
 

（注3）ファミリー・サポート・センター： 
仕事や行事，通院などの変動的な保育需要などや介護の際に，援助を受けたい人と援助を行いたい人が会
員となって，地域において育児・介護に関する相互援助活動を行う会員制の組織（平成19年３月31日現在，
県内に設置されているファミリー・サポート・センターは，全て「育児」に関する相互援助活動を行うセン
ターである。） 
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資料：県青少年男女共同参画課調べ 
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重点目標9　政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 

③　仕事と生活の両立支援と働き方の見直し 

男女が仕事と育児や介護等の家庭生活，その他の活動のバランスを図り，生涯を

通じて充実した生活を送ることができるよう，事業所等に対して労働関係法令や労

働施策等に係る普及・啓発を図るとともに，事業所等における仕事と育児や介護等

の両立支援の自主的な取組を促進します。　

④　多様なライフスタイルに対応した子育て支援 

多様な保育サービスの提供や児童の育成のための支援を行うことで，多様なライ

フスタイルに対応した子育てしやすい環境づくりを推進するとともに，育児等に関

する相談体制の整備を図ります。

⑤　子育てに伴う社会的支援 

子どもの養育等の面で不安を抱えているひとり親家庭等に対しては，経済的・社

会的自立や児童の福祉を増進するための施策を推進します。

■現状と課題 

女性も男性もすべての人々が，生きがいのある充実した生活を送るためには，性

別にかかわりなく，あらゆる分野でその個性と能力を十分に発揮することができる

男女共同参画社会の実現が求められています。

しかしながら，様々な分野で女性の参画は進んできてはいるものの，政策・方針

決定過程における女性の数はいまだ少なく，女性の意思を十分に反映できる状況に

あるとはいえません。このような男女間の格差を改善し，社会の構成員である男女

双方の意思を公正に反映させるためには，必要な範囲においてその機会を積極的に

提供することが必要です。

■施策の方向 

①　審議会等への女性委員の登用促進 

県の審議会等への女性委員の登用を促進します。

また，市町村における審議会等への女性委員の登用状況についても把握しながら

女性の参画の拡大を図ります。

②　県，市町村における女性職員の登用促進 

県においては，女性職員の人材育成や登用を積極的に推進するとともに，働きや

すい環境づくりに努めます。

また，市町村についても，現状等を把握しながら女性職員の登用の促進を図りま

す。

③　意思決定過程への女性の参画の促進 

社会の様々な分野における意思決定過程への女性の参画が促進されるよう，人材

の育成や現状の調査・情報の提供に努めます。

女性のチャレンジ支援に必要な取組について

本県における育児休業制度及び介護休業制度の導入状況

県の審議会等への女性委員の登用状況

【具体的施策】

　商工労働部 

 
 
　商工労働部 
 

　土　木　部 

○国や関係機関と連携した両立支援のための労働関
係法令や諸制度（育児・介護雇用安定等助成金（注２）
等）の普及・啓発 

○事業所等における仕事と家庭の両立支援の取組の
促進 

○建設工事入札参加資格の評価制度による両立支援
の取組の促進 

【具体的施策】

　全　部　局 

　農　政　部 

○県の審議会等への女性委員の登用促進 

○農業委員会への女性委員の登用促進 

【具体的施策】

　総　務　部 

　教　育　庁 

　総　務　部 

○県における女性職員の登用促進 

○公立学校における女性教職員の登用促進 

○市町村における女性職員の登用に関する助言 

【具体的施策】

　環境生活部 

　教　育　庁 

　環境生活部 
　商工労働部 

　環境生活部 

○男女共同参画に関する広報・啓発 

○地域社会における女性の人材の育成 

○各分野における女性の参画の状況の調査及び公表 
 

○女性の人材に係る情報の収集及び提供 

【具体的施策】

　保健福祉部 

　保健福祉部 

　保健福祉部 

　商工労働部 
　 

　教　育　庁 

○各種保育対策の促進及び育児に関する相談支援 

○児童の健全な育成のための支援 

○ボランティア活動の促進 

○ファミリー・サポート・センター（注3）の設置の促
進 

○家庭教育における相談体制の整備 

【具体的施策】

　保健福祉部 

　保健福祉部 

　教　育　庁 

○母子家庭等への貸付及び給付の支援 

○母子家庭の母等の就業及び自立の支援 

○修学のための学資金の貸与 

数値目標 県の審議会等への女性委員の登用率 35％

担当部局 

担当部局 

担当部局 

担当部局 

担当部局 

担当部局 

注：平成17年度及び平成18年度は翌年度４月１日現在 

（年度） 



資料：「労働条件実態調査」（県雇用労政課） 

資料：「平成19年度鹿児島の男女の意識に関する調査」(県青少年男女共同参画課 )

（注1）マザーズサロン： 
公共職業安定所（ハローワーク）に設置された子育て女性に対する再就職支援の充実を図る施設で，本県
においては平成19年5月18日からハローワークかごしまワークプラザ天文館に「マザーズサロンかごしま」
が設置されている。 
 

（注2）育児・介護雇用安定等助成金： 
仕事と家庭の両立を図る労働者を支援する事業主・事業主団体への助成金（支給機関：鹿児島労働局又は
⑲21世紀職業財団） 
 

（注3）ファミリー・サポート・センター： 
仕事や行事，通院などの変動的な保育需要などや介護の際に，援助を受けたい人と援助を行いたい人が会
員となって，地域において育児・介護に関する相互援助活動を行う会員制の組織（平成19年３月31日現在，
県内に設置されているファミリー・サポート・センターは，全て「育児」に関する相互援助活動を行うセン
ターである。） 
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重点目標9　政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 
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働施策等に係る普及・啓発を図るとともに，事業所等における仕事と育児や介護等

の両立支援の自主的な取組を促進します。　

④　多様なライフスタイルに対応した子育て支援 

多様な保育サービスの提供や児童の育成のための支援を行うことで，多様なライ

フスタイルに対応した子育てしやすい環境づくりを推進するとともに，育児等に関
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決定過程における女性の数はいまだ少なく，女性の意思を十分に反映できる状況に

あるとはいえません。このような男女間の格差を改善し，社会の構成員である男女

双方の意思を公正に反映させるためには，必要な範囲においてその機会を積極的に

提供することが必要です。

■施策の方向 
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すい環境づくりに努めます。
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の育成や現状の調査・情報の提供に努めます。
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本県における育児休業制度及び介護休業制度の導入状況

県の審議会等への女性委員の登用状況

【具体的施策】

　商工労働部 
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　土　木　部 

○国や関係機関と連携した両立支援のための労働関
係法令や諸制度（育児・介護雇用安定等助成金（注２）
等）の普及・啓発 

○事業所等における仕事と家庭の両立支援の取組の
促進 

○建設工事入札参加資格の評価制度による両立支援
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　総　務　部 

　教　育　庁 
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○母子家庭の母等の就業及び自立の支援 

○修学のための学資金の貸与 

数値目標 県の審議会等への女性委員の登用率 35％
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資料：「労働条件実態調査」（県雇用労政課） 

資料：「平成19年度鹿児島の男女の意識に関する調査」(県青少年男女共同参画課 )

（注1）マザーズサロン： 
公共職業安定所（ハローワーク）に設置された子育て女性に対する再就職支援の充実を図る施設で，本県
においては平成19年5月18日からハローワークかごしまワークプラザ天文館に「マザーズサロンかごしま」
が設置されている。 
 

（注2）育児・介護雇用安定等助成金： 
仕事と家庭の両立を図る労働者を支援する事業主・事業主団体への助成金（支給機関：鹿児島労働局又は
⑲21世紀職業財団） 
 

（注3）ファミリー・サポート・センター： 
仕事や行事，通院などの変動的な保育需要などや介護の際に，援助を受けたい人と援助を行いたい人が会
員となって，地域において育児・介護に関する相互援助活動を行う会員制の組織（平成19年３月31日現在，
県内に設置されているファミリー・サポート・センターは，全て「育児」に関する相互援助活動を行うセン
ターである。） 

第
３
章
　
計 

画 

の 

内 

容 

第
３
章
　
計 

画 

の 

内 

容 

����

�� ��

重 

点 

目 

標
10
・
11
 

資料：県青少年男女共同参画課調べ 

重
点
目
標
８ 

　
仕
事
と
生
活
の
調
和
を
図
る
た
め
の 

　
環
境
づ
く
り
の
促
進 

重
点
目
標
９ 

　
政
策
・
方
針
決
定
過
程
へ
の
女
性
の
参
画 

　
の
拡
大 

重点目標9　政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 

③　仕事と生活の両立支援と働き方の見直し 

男女が仕事と育児や介護等の家庭生活，その他の活動のバランスを図り，生涯を

通じて充実した生活を送ることができるよう，事業所等に対して労働関係法令や労

働施策等に係る普及・啓発を図るとともに，事業所等における仕事と育児や介護等

の両立支援の自主的な取組を促進します。　

④　多様なライフスタイルに対応した子育て支援 

多様な保育サービスの提供や児童の育成のための支援を行うことで，多様なライ

フスタイルに対応した子育てしやすい環境づくりを推進するとともに，育児等に関

する相談体制の整備を図ります。

⑤　子育てに伴う社会的支援 

子どもの養育等の面で不安を抱えているひとり親家庭等に対しては，経済的・社

会的自立や児童の福祉を増進するための施策を推進します。

■現状と課題 

女性も男性もすべての人々が，生きがいのある充実した生活を送るためには，性

別にかかわりなく，あらゆる分野でその個性と能力を十分に発揮することができる

男女共同参画社会の実現が求められています。

しかしながら，様々な分野で女性の参画は進んできてはいるものの，政策・方針

決定過程における女性の数はいまだ少なく，女性の意思を十分に反映できる状況に

あるとはいえません。このような男女間の格差を改善し，社会の構成員である男女

双方の意思を公正に反映させるためには，必要な範囲においてその機会を積極的に

提供することが必要です。

■施策の方向 

①　審議会等への女性委員の登用促進 

県の審議会等への女性委員の登用を促進します。

また，市町村における審議会等への女性委員の登用状況についても把握しながら

女性の参画の拡大を図ります。
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県においては，女性職員の人材育成や登用を積極的に推進するとともに，働きや

すい環境づくりに努めます。

また，市町村についても，現状等を把握しながら女性職員の登用の促進を図りま
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（年度） 



資料：「労働条件実態調査」（県雇用労政課） 

資料：「平成19年度鹿児島の男女の意識に関する調査」(県青少年男女共同参画課 )

（注1）マザーズサロン： 
公共職業安定所（ハローワーク）に設置された子育て女性に対する再就職支援の充実を図る施設で，本県
においては平成19年5月18日からハローワークかごしまワークプラザ天文館に「マザーズサロンかごしま」
が設置されている。 
 

（注2）育児・介護雇用安定等助成金： 
仕事と家庭の両立を図る労働者を支援する事業主・事業主団体への助成金（支給機関：鹿児島労働局又は
⑲21世紀職業財団） 
 

（注3）ファミリー・サポート・センター： 
仕事や行事，通院などの変動的な保育需要などや介護の際に，援助を受けたい人と援助を行いたい人が会
員となって，地域において育児・介護に関する相互援助活動を行う会員制の組織（平成19年３月31日現在，
県内に設置されているファミリー・サポート・センターは，全て「育児」に関する相互援助活動を行うセン
ターである。） 
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資料：県青少年男女共同参画課調べ 

重
点
目
標
８ 

　
仕
事
と
生
活
の
調
和
を
図
る
た
め
の 

　
環
境
づ
く
り
の
促
進 

重
点
目
標
９ 

　
政
策
・
方
針
決
定
過
程
へ
の
女
性
の
参
画 

　
の
拡
大 

重点目標9　政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 

③　仕事と生活の両立支援と働き方の見直し 

男女が仕事と育児や介護等の家庭生活，その他の活動のバランスを図り，生涯を

通じて充実した生活を送ることができるよう，事業所等に対して労働関係法令や労

働施策等に係る普及・啓発を図るとともに，事業所等における仕事と育児や介護等

の両立支援の自主的な取組を促進します。　

④　多様なライフスタイルに対応した子育て支援 

多様な保育サービスの提供や児童の育成のための支援を行うことで，多様なライ

フスタイルに対応した子育てしやすい環境づくりを推進するとともに，育児等に関

する相談体制の整備を図ります。

⑤　子育てに伴う社会的支援 

子どもの養育等の面で不安を抱えているひとり親家庭等に対しては，経済的・社

会的自立や児童の福祉を増進するための施策を推進します。

■現状と課題 

女性も男性もすべての人々が，生きがいのある充実した生活を送るためには，性

別にかかわりなく，あらゆる分野でその個性と能力を十分に発揮することができる

男女共同参画社会の実現が求められています。

しかしながら，様々な分野で女性の参画は進んできてはいるものの，政策・方針

決定過程における女性の数はいまだ少なく，女性の意思を十分に反映できる状況に

あるとはいえません。このような男女間の格差を改善し，社会の構成員である男女

双方の意思を公正に反映させるためには，必要な範囲においてその機会を積極的に

提供することが必要です。

■施策の方向 

①　審議会等への女性委員の登用促進 

県の審議会等への女性委員の登用を促進します。

また，市町村における審議会等への女性委員の登用状況についても把握しながら

女性の参画の拡大を図ります。

②　県，市町村における女性職員の登用促進 

県においては，女性職員の人材育成や登用を積極的に推進するとともに，働きや

すい環境づくりに努めます。

また，市町村についても，現状等を把握しながら女性職員の登用の促進を図りま

す。

③　意思決定過程への女性の参画の促進 

社会の様々な分野における意思決定過程への女性の参画が促進されるよう，人材

の育成や現状の調査・情報の提供に努めます。

女性のチャレンジ支援に必要な取組について

本県における育児休業制度及び介護休業制度の導入状況

県の審議会等への女性委員の登用状況

【具体的施策】

　商工労働部 

 
 
　商工労働部 
 

　土　木　部 

○国や関係機関と連携した両立支援のための労働関
係法令や諸制度（育児・介護雇用安定等助成金（注２）
等）の普及・啓発 

○事業所等における仕事と家庭の両立支援の取組の
促進 

○建設工事入札参加資格の評価制度による両立支援
の取組の促進 

【具体的施策】

　全　部　局 

　農　政　部 

○県の審議会等への女性委員の登用促進 

○農業委員会への女性委員の登用促進 

【具体的施策】

　総　務　部 

　教　育　庁 

　総　務　部 

○県における女性職員の登用促進 

○公立学校における女性教職員の登用促進 

○市町村における女性職員の登用に関する助言 

【具体的施策】

　環境生活部 

　教　育　庁 

　環境生活部 
　商工労働部 

　環境生活部 

○男女共同参画に関する広報・啓発 

○地域社会における女性の人材の育成 

○各分野における女性の参画の状況の調査及び公表 
 

○女性の人材に係る情報の収集及び提供 

【具体的施策】

　保健福祉部 

　保健福祉部 

　保健福祉部 

　商工労働部 
　 

　教　育　庁 

○各種保育対策の促進及び育児に関する相談支援 

○児童の健全な育成のための支援 

○ボランティア活動の促進 

○ファミリー・サポート・センター（注3）の設置の促
進 

○家庭教育における相談体制の整備 

【具体的施策】

　保健福祉部 

　保健福祉部 

　教　育　庁 

○母子家庭等への貸付及び給付の支援 

○母子家庭の母等の就業及び自立の支援 

○修学のための学資金の貸与 

数値目標 県の審議会等への女性委員の登用率 35％

担当部局 

担当部局 

担当部局 

担当部局 

担当部局 

担当部局 

注：平成17年度及び平成18年度は翌年度４月１日現在 

（年度） 
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【具体的施策】

　総　務　部 

　環境生活部 

　環境生活部 

○協働の担い手の活動の支援や協働の取組促進 

○男女共同参画を推進する民間活動団体との連携の促進 

○地域，職場等で男女共同参画を推進する仕組みづ
くり 

【具体的施策】

　環境生活部 ○市町村行政担当者に対する研修の実施及び情報の
提供 
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第4章　県の推進体制 

この計画に盛り込まれた施策を着実に推進するために，推進体制を充実・強化し，適

切な進行管理を行うとともに，県民や事業者の理解を得ながら，県，市町村，県民及び

事業者が一体となって協働による取組を進めます。

1　推進体制 

計画の推進に当たっては，有識者等による鹿児島県男女共同参画審議会の意見や提

言をはじめ，県民の意向を尊重しながら，知事を本部長とする鹿児島県男女共同参画

推進本部を中心に，県全体で総合的かつ計画的な取組を進めます。

また，関係課等に設置する男女共同参画推進員と連携した取組を進めます。

 

2　県男女共同参画センターの機能の充実 

男女共同参画を推進する総合的施設である県男女共同参画センターを中心に男女共

同参画に関する広報・啓発や情報の収集・提供を行うとともに，民間団体等と協働し

てより充実した男女共同参画に関する学習の場を提供します。

また，県内各地域で男女共同参画社会の形成に関する理念の浸透を図るため，各地

域において男女共同参画を推進する人材の育成に取り組みます。

さらに，男女共同参画社会の形成を阻害する行為に関する様々な悩みや問題をはじ

め，法律・心理などの専門的な問題にも対応した総合的な相談を実施するなど，県男

女共同参画センターの機能の充実を図ります。

 

3　男女共同参画の施策に関する申出への対応 

県が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画に影響を及ぼすと

認められる施策についての県民及び民間団体からの申出があった場合は，鹿児島県男

女共同参画推進条例第15条第１項の規定に基づき，関係部局と連携を図りながら適切

な処理に努めます。

重点目標10　県民や事業者，ＮＰＯ等との連携 

重点目標11　市町村との連携 

■現状と課題 

男女共同参画社会を実現するためには，県民一人一人が男女共同参画社会に関す

る理解を深め，地域で生活する者としての視点で様々な活動に取り組んでいくこと

が重要です。

また，これからの地域社会づくりは，行政だけではなく，自治会，ボランティア，

ＮＰＯ，企業など地域の多様な主体が連携・協働し，地域課題の解決に向けた取組

を進めていくことが求められています。

現在，ＮＰＯ等やボランティアの活動には，男性のみならず女性も多く参画し，様々

な活動が展開されています。このような活動を支援し，拡大していくことで，男女

共同参画の視点に立った地域社会づくりが推進されることが期待されます。

このように，男女共同参画社会の形成には，県，県民，事業者，ＮＰＯ等が有機

的に連携して様々な取組が行われることが大切です。

■施策の方向 

①　民間団体等との連携の促進 

地域社会の運営や幅広い分野での課題に主体的に取り組んでいる地域の自治会や

ボランティア，ＮＰＯ等の協働の担い手の活動を支援し，協働の取組により男女共

同参画社会づくりを推進します。

■現状と課題 

県内の市町村においては，男女共同参画社会の形成を推進する条例の制定や基本計画

の策定などを通じ，それぞれの地域の実情や特性を踏まえた主体的な取組が行われてい

ます。地方分権が推進される中で，住民に最も身近な市町村が果たす役割は，ますます

重要となってきており，今後，県・市町村が連携を強化し，一体となって男女共同参画

社会の実現に向けた取組を進めることが求められています。

■施策の方向 

①　市町村の取組への支援 

市町村における推進体制の整備・充実や，関係施策を推進する上で基本となる計

画がすべての市町村で策定されるよう働きかけるとともに，情報や研修機会の提供

を行うなど，市町村における男女共同参画行政の取組を支援し，連携して男女共同

参画社会の形成に取り組みます。

第4章　県の推進体制 

数値目標 男女共同参画計画の策定市町村の割合 100％

担当部局 

担当部局 
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【具体的施策】

　総　務　部 

　環境生活部 

　環境生活部 

○協働の担い手の活動の支援や協働の取組促進 

○男女共同参画を推進する民間活動団体との連携の促進 

○地域，職場等で男女共同参画を推進する仕組みづ
くり 

【具体的施策】

　環境生活部 ○市町村行政担当者に対する研修の実施及び情報の
提供 
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第4章　県の推進体制 

この計画に盛り込まれた施策を着実に推進するために，推進体制を充実・強化し，適

切な進行管理を行うとともに，県民や事業者の理解を得ながら，県，市町村，県民及び

事業者が一体となって協働による取組を進めます。

1　推進体制 

計画の推進に当たっては，有識者等による鹿児島県男女共同参画審議会の意見や提

言をはじめ，県民の意向を尊重しながら，知事を本部長とする鹿児島県男女共同参画

推進本部を中心に，県全体で総合的かつ計画的な取組を進めます。

また，関係課等に設置する男女共同参画推進員と連携した取組を進めます。

 

2　県男女共同参画センターの機能の充実 

男女共同参画を推進する総合的施設である県男女共同参画センターを中心に男女共

同参画に関する広報・啓発や情報の収集・提供を行うとともに，民間団体等と協働し

てより充実した男女共同参画に関する学習の場を提供します。

また，県内各地域で男女共同参画社会の形成に関する理念の浸透を図るため，各地

域において男女共同参画を推進する人材の育成に取り組みます。

さらに，男女共同参画社会の形成を阻害する行為に関する様々な悩みや問題をはじ

め，法律・心理などの専門的な問題にも対応した総合的な相談を実施するなど，県男

女共同参画センターの機能の充実を図ります。

 

3　男女共同参画の施策に関する申出への対応 

県が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画に影響を及ぼすと

認められる施策についての県民及び民間団体からの申出があった場合は，鹿児島県男

女共同参画推進条例第15条第１項の規定に基づき，関係部局と連携を図りながら適切

な処理に努めます。

重点目標10　県民や事業者，ＮＰＯ等との連携 

重点目標11　市町村との連携 

■現状と課題 

男女共同参画社会を実現するためには，県民一人一人が男女共同参画社会に関す

る理解を深め，地域で生活する者としての視点で様々な活動に取り組んでいくこと

が重要です。

また，これからの地域社会づくりは，行政だけではなく，自治会，ボランティア，

ＮＰＯ，企業など地域の多様な主体が連携・協働し，地域課題の解決に向けた取組

を進めていくことが求められています。

現在，ＮＰＯ等やボランティアの活動には，男性のみならず女性も多く参画し，様々

な活動が展開されています。このような活動を支援し，拡大していくことで，男女

共同参画の視点に立った地域社会づくりが推進されることが期待されます。

このように，男女共同参画社会の形成には，県，県民，事業者，ＮＰＯ等が有機

的に連携して様々な取組が行われることが大切です。

■施策の方向 

①　民間団体等との連携の促進 

地域社会の運営や幅広い分野での課題に主体的に取り組んでいる地域の自治会や

ボランティア，ＮＰＯ等の協働の担い手の活動を支援し，協働の取組により男女共

同参画社会づくりを推進します。

■現状と課題 

県内の市町村においては，男女共同参画社会の形成を推進する条例の制定や基本計画

の策定などを通じ，それぞれの地域の実情や特性を踏まえた主体的な取組が行われてい

ます。地方分権が推進される中で，住民に最も身近な市町村が果たす役割は，ますます

重要となってきており，今後，県・市町村が連携を強化し，一体となって男女共同参画

社会の実現に向けた取組を進めることが求められています。

■施策の方向 

①　市町村の取組への支援 

市町村における推進体制の整備・充実や，関係施策を推進する上で基本となる計

画がすべての市町村で策定されるよう働きかけるとともに，情報や研修機会の提供

を行うなど，市町村における男女共同参画行政の取組を支援し，連携して男女共同

参画社会の形成に取り組みます。

第4章　県の推進体制 

数値目標 男女共同参画計画の策定市町村の割合 100％

担当部局 

担当部局 


